
•管理計画認定制度説明会
•令和５年１０月１日（日）
•ビッグフロントひろしま

広島市都市整備局住宅部住宅政策課

越智 靖浩
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建物の高経年化
築４０年以上のマンション
１０年後は約２．５倍
２０年後は約４．９倍

管理組合の高齢化
６５歳以上の世帯
現在は約３４％

１０年後は半数以上に！

２つの老い
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マンション管理適正化法の主な改正概要

① 地方公共団体による管理適正化推進計画

② 管理計画認定制度

広島市マンション管理適正化推進計画

令和５年（2023年）３月 策定

広島市マンション管理計画認定制度

令和５年（2023年）７月 開始
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地方公共団体は、マンション管理適正化に
関する施策、管理計画認定の独自基準等を
定めたマンション管理の適正化に向けた計
画を作成することができます。

マンション管理組合は、管理の方法・資金
計画・管理組合の運営等の基準をクリアす
れば、地方公共団体から適切な管理計画を
持つマンションとして認定を受けることが
できます。



【管理計画の認定申請】

申請方法
〇 を受
けたうえで申請する。
〇市の窓口で申請する。

手数料一覧

申請方法
長期修繕計画が１つ

の場合

長期修繕計画が２つ
以上の場合の１計画
あたりの加算額

公益財団法人
マンション管理
センターの事前
確認を受けたう
えで市に申請の

場合

４，２００円 １，８００円

上の手数料以外に、公益財団法人マン
ション管理センターへ支払うシステム利
用料と事前確認審査料（マンション管理
士が事前確認を行う際に要する手数料な
ど）が必要となります。

市に直接申請
の場合

３０，０００円 １７，３００円
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※1 

※2 ( )

※2

マンション管理センターの事前確認を利用する場合



１ 管理組合の運営に関するもの

⑴管理者等が定められていること
⑵監事が選任されていること
⑶集会が年１回以上開催されていること

２ 管理規約に関するもの

⑴管理規約が作成されていること
⑵マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の
緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情
報の管理等について定められていること
⑶マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理
規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付
又は電磁的方法による提供について定められていること

３ 管理組合の経理に関するもの

⑴管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行わ
れていること
⑵修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
⑶直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の３か月
以上の滞納額が全体の１割以内であること

４ 長期修繕計画の作成及び見直し等に関するもの

⑴⾧期修繕計画が「⾧期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、⾧期
修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会
にて決議されていること
⑵⾧期修繕計画の作成又は見直しが７年以内に行われていること
⑶⾧期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が３０年以上で、
かつ、残存期間内に大規模修繕工事が２回以上含まれるように設定され
ていること
⑷⾧期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定して
いないこと
⑸⾧期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された
修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
⑹⾧期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない
⾧期修繕計画となっていること

５ その他

管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、
災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備
えているとともに、１年に１回以上は内容の確認を行っていること

【管理計画の認定基準】
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【管理計画の認定のメリット】

認定を受けると、次のようなメリットがあります

住宅金融支援機構において、管理計画認定を受けたマンションを対象とした優遇制度が設けられてい
ます。
・大規模修繕に向け、かしこく積み立てられる
・耐震改修工事も対象になる

金利優遇

マンションにお住まいの方の

マンション管理への関心が高まり、
しやすくなることが期待されます！

管理意識の向上

により、要件を満たすマンションは
翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額
「マンション長寿命化促進税制」の詳細については、
以下の市ホームページにて御確認ください。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/341187.html

減税
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マンション管理組合同士の情報交換等を行う「交流会」を開催します。
（マンション管理士も同席します。）

令和5年は10月1日（日）開催※

交流会

マンション管理士などが
マンション管理に関する最新情報を
お届けします。

令和5年は10月24日（火）開催※

勉強会

マンション管理の専門家が
マンション管理の実務、維持管理、トラブル事例などを
分かりやすく丁寧に御説明します。令和5年度も開催予定※

勉強会

マンションの管理に関する支援を必要としている管理組合に対し、アドバイザーとして

専門家であるマンション管理士を現地へ派遣する制度です。 令和5年度から実施予定※

アドバイザー派遣

管理や生活などマンションに関するあらゆる相談に

専門知識を持ったマンション管理士がお答えします。

※相談日時など詳細については、以下の

(一社)広島県マンション管理士会のホームページにて御確認ください。
https:// hiroshima-mankan.com/consultation/

相談会

📞03-5801-0858 国の事業を活用して開設された相談ダイヤルです。マンション管理士が対応！

相談ダイヤル

※上記の交流会や勉強会等の詳細や

市のマンション施策については、

以下の市ホームページにて御確認ください。
https:// hiroshima-mankan.com/consultation/
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管理計画認定制度を、ご自身のマンションの維持管理・将来について考える契機に

～マンション管理の主体は管理組合自身です！～

発行 国土交通省のリーフレットより 8



発行 国土交通省のリーフレットより

管理計画認定制度を、ご自身のマンションの維持管理・将来について考える契機に

～マンション管理の主体は管理組合自身です！～
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ご清聴ありがとうございました。

広島市都市整備局住宅部住宅政策課
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